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令和４年度　施策・基本事業マネジメントシート　（令和３年度実績に基づく評価） 作成日 令和 4 年 7 月 25 日
基本目標名 4 豊かな心を育み、学び合うまちづくり
政　策　名 1 豊かな心と確かな学力を育むまちづくり
施　策　名 2 安全で安心して学べる教育環境の整備

施策関係課 情報政策課、市民生活課、教育総務課、学校教育課、教育センター、生涯学習課

１．施策の目的と成果把握
この施策は、誰、何を対象としているか 対象指標 単位 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

市立学校数 校 35 29 29

市奨学金制度の利用希望者数 人 17 28 16

この施策によって、「対象」をどういう状態にするのか 成果指標（意図の達成度を表す指標） 区分 単位 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

目標 0 0 0 0 

実績 0 0 0 2 

目標 25.0 35.0 40.0 45.0

実績 25.0 35.0 40.0 45.0

目標 0 0 0 0

実績 20 18 20 17 学校管理課資料

目標 100.0 100.0 100.0 100.0 学校管理課資料

実績 100.0 100.0 100.0 100.0 学校教育課資料

目標 教育総務課資料

実績

２．基本事業の目的と成果把握
基本事業名 対象 意図 成果指標 区分単位 H30 R1 R2 R3 基本事業名 対象 意図 成果指標 区分単位 H30 R1 R2 R3

目標 3.6 3.6 3.6 3.6 目標 64.6 69.4 74.5 80.0

実績 5.2 5.2 0.9 0.9 実績 61.3 68.5 69.1 73.4

目標 0 0 0 0 目標 1,030 1,040 950 960

実績 41 33 36 31 実績 1,285 1,445 788 899

目標 目標

実績 実績

目標 51.4 51.4 58.6 58.6 目標 100.0 100.0 100.0 100.0

実績 51.4 51.4 55.2 50.0 実績 100.0 100.0 100.0 90.0

目標 目標

実績 実績

目標 目標

実績 実績

３．施策及び基本事業の目標達成度評価
令和３年度施策の取組方針 施策の取組方針・成果指標達成状況

全て達成

一部未達成

全て未達成

全て達成

一部未達成

全て未達成

基本事業名 令和３年度基本事業の取組方針 基本事業の取組方針・成果指標達成状況 基本事業名 令和３年度基本事業の取組方針 基本事業の取組方針・成果指標達成状況

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 取組方針 全て達成 一部未達成 。 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

４．施策の基本情報
社会情勢変化、国・県の動向、市民・議会意見等 施策の成果向上に向けての役割分担

市民 事業所 行政

５．施策全体の総括・今後の課題・今後の方向性
施策の成果実績と施策の基本情報及び施策コストに関する全体総括 今後の課題 今後の方向性

政策体系
施策主管課長

学校管理課

末吉　真一

施策の目
的

「対　象」

①市立学校・通学路
②奨学金制度の利用希望者

① 施設の瑕疵による事故件数 件

②
適正規模・適正配置基本計画の進
捗率

％

③ 登下校時の事故の発生件数 件

成果指標の
取得方法

④ 奨学金制度の利用率 ％

⑤

安全で快
適な学校
施設の整
備

①市立学
校施設、備
品等
②学校給
食

①施設、備品等の
安全性、機能性が
保たれている。
②学校給食の安全
性が確保されてい
る。

①
教育用コンピュータ1台
あたりの児童生徒数 人

地域ぐる
みで行う児
童生徒の
安全対策
の充実

①通学路
②地域住
民

①予知できる危険箇
所が是正されてい
る。
②授業、学校行事、
登下校の見守り活動
や地域の防犯活動
に参加してもらう。

①
通学路の危険箇
所の改善率

％

②
学校給食におけ
る事故件数

件 ②
学校支援ボラン
ティア登録者数

人

③ ③

市立学校
の適正規
模適正配
置の推進

①標準規
模に満た
ない学校

①適正な学校規
模、配置となってい
る。

①
基本計画の前期計画
に基づく学校の適正配
置割合

％
教育の機
会均等に
資する奨
学金制度
の拡充

①経済的
な理由を抱
える高校又
は大学、専
門学校へ
の進学希
望者

①進学に伴う経済
的な不安が解消さ
れる。

①
経済的負担が軽減さ
れたと感じる利用者の
割合

％

② ②

③ ③

・市立小中学校適正規模・適正配置基本計画（後期計画）等に基づき各義務教育学校の設置
事業の計画的な推進に向け、学校や地域との連携を図る。
・令和５年４月の葛生義務教育学校開校に向け、引き続き開校準備委員会等による運営面で
の協議を進めるとともに、校舎改修等、施設整備の進捗を図る。
・小中学校等個別施設計画については、市立小中学校適正規模・適正配置基本計画（後期計
画）と連携・調整を図りながら、計画的な施設整備に向けての準備を進める。
・学校給食における異物混入の重大性を強く認識し、その原因の検証と対策を強化し、安全衛
生管理を徹底する。
・校納金や給食費の管理・徴収業務システムの本格的な運用を進め、事務の簡素化を図る。
・電子黒板については、ＧＩＧＡスクール構想により整備した学習用端末(児童生徒一人一台端
末)がすべての教室で効果的に活用できるよう整備計画を作成し、計画に基づき配備する。
・通学路の安全対策については、登下校時の児童生徒の安全性向上のために、通学路安全対
策連絡協議会の関係機関との連携を強化した対策に加え、自転車を中心とした交通安全指導
の強化、及び見守り活動を行うボランティアの確保や、地域における連携の強化を図る。
・高温対策や感染症等に対応するため、特別教室等の空調設備等の設置を計画的に進めると
ともに、既存設備の有効活用を図る。

取組
方針

【施策の取組方針達成状況】
・市立小中学校適正規模適正配置基本計画（後期計画）実施計画（Ⅰ期）を令和4年1月に策定することができ
た。
・葛生義務教育学校開校準備委員会において、コミュニティスクールの導入や校歌等の協議を進めた。施設整備
については、校舎改修等計画されていた工事すべてが完了した。
・早急に整備を行わなければならない校舎屋根改修工事については、次年度当初予算を要求するとともに、計画
的に施設整備を行うための箇所などを検討した。
・学校給食への異物混入等事故防止のための指導・注意喚起を徹底したが、食物アレルギー事故は０件、異物
混入事故は３１件発生した。
・校納金管理システムや給食費管理システムの運用を開始でき、事務の簡素化を図ることができた。
・児童生徒とともに教職員1人１台端末の整備が完了し、授業及び臨時休業等で活用することができたが、電子
黒板等の１教室１台の配備はできなかった。
・通学路の安全対策については千葉県八街市の事故を受け、緊急点検を実施し改修工事を追加した。また、栃
木県自転車条例の施行に合わせ、保険加入義務化の周知及び自転車の利用状況と保険の加入状況の調査を
行った。保険加入者（加入予定を含む）の割合は全体の５２．９％であった。
・空調設備の取り換えが必要となった箇所に、閉校になった学校の空調設備を移設し有効活用を図った。
【成果指標達成状況】
・施設の瑕疵による事故が２件発生し、目標の０件に未達だった。
・登下校時に１７件の事故が発生し、目標の０件に未達だった。
・大学奨学生を３０名以内の募集のところ、貸与申請者は１６名であった。結果、最終的に希望者１６名全員に貸
与することができたため、貸与申込者数に対する貸与者数は１００％となり、目標の１００％を達成した。

成果
指標

【基本事業の取組方針達成状況】
・学校給食への異物混入等事故防止のための指導・注意喚起を徹底
したが、食物アレルギー事故は０件、異物混入事故は３１件発生し
た。
・校納金管理システムや給食費管理システムの運用を開始でき、事
務の簡素化を図ることができた。
・児童生徒とともに教職員1人１台端末の整備が完了し、授業及び臨
時休業等で活用することができたが、電子黒板等の１教室１台の電
子黒板等の配備はできなかった。
・空調設備の取り換えが必要となった箇所に、閉校となった学校の空
調設備を移設し有効活用を図った。
【成果指標達成状況】
・教育用コンピューター１台あたりの児童生徒数は目標の３．６人に対
して０．９人で目標を達成した。
・学校給食における事故件数は目標の０件に対して３１件で目標は未
達だった。

【基本事業の取組方針達成状況】
・学校においては、町会やボランティアとの連携を図り、登下校時の安全対策
行うとともに、警察と連携した交通安全教室の実施により、児童生徒の交通安
全意識を高めることができた。
・通学路の安全対策については千葉県八街市の事故を受け、緊急点検を実
施し改修工事を追加した。また、栃木県自転車条例の施行に合わせ、保険加
入義務化の周知及び自転車の利用状況と保険の加入状況の調査を行った。
保険加入者（加入予定を含む）の割合は全体の５２．９％であった。
・登下校時の児童生徒の安全性向上のために、警察、道路管理者、市関係部
署が連絡協議会等を開催し、情報共有、現地確認、対応検討など連携を強化
した。
【成果指標達成状況】
・通学路の危険個所の改善率は７３．４％であり、目標の８０．０％には未達
だった。
・学校支援ボランティア登録者数は目標９６０人に対して８９９人で目標は未達
だった。

【基本事業の取組方針達成状況】
・早急に整備を行わなければならない校舎屋根改修工事について
は、次年度当初予算を要求するとともに、計画的に施設整備を行うた
めの箇所などを検討した。
・市立小中学校適正規模・適正配置基本計画（後期計画）実施計画
（Ⅰ期）を令和4年1月に策定することができた。
・葛生義務教育学校開校準備委員会において、コミュニティスクール
の導入や校歌等の協議を進めた。施設整備については、計画された
工事のすべてが完了した。
【成果指標達成状況】
・基本計画の前期計画に基づく学校の適正配置割合は、目標の５８．
６％に対して実績５０．０％で目標は未達だった。

【基本事業の取組方針達成状況】
・応募者の動向や利用者のアンケート結果を検証するとともに、県内１
３市の状況の聞き取り調査（募集人員、貸付金額）を実施し、奨学金制
度拡充等の見直しを検討した。

【成果指標達成状況】
・経済的負担が軽減されたと感じる利用者の割合は９０．０％となり、目
標１００．０％に未達だった。

・葛生義務教育学校開校準備委員会において、コミュニティスクールの導入や校歌等の協議を進め
た。施設整備については校舎の改修等計画された工事のすべてが完了した。
・学校給食への異物混入等事故防止のための指導・注意喚起を徹底したが、食物アレルギー事故は０
件、異物混入事故は３１件発生した。
・校納金管理システムや給食費管理システムの運用を開始でき、事務の簡素化を図ることができた。
・通学路の安全対策については千葉県八街市の事故を受け、緊急点検を実施し改修工事を追加した。
また、栃木県自転車条例の施行に合わせ、保険加入義務化の周知及び自転車の利用状況と保険の
加入状況の調査を行った。保険加入者（加入予定含む）の割合は全体の５２．９％であった。通学路の
危険個所の改善率は７３．４％であり、目標の８０．０％には未達だった。見守り活動を行うボランティア
を確保できたが、新型コロナウイルス感染症の影響による休校や行事の中止があり、ボランティアを活
用する機会が減少したため、学校支援ボランティア登録者数は目標の９６０人に対して８９９人で目標
は未達だった。
・空調設備の取り換えが必要となった箇所に、閉校となった学校の空調設備を移設し有効活用を図っ
た。
・応募者の動向や利用者アンケート結果を検証するとともに、県内１３市の状況の聞き取り調査（募集
人員、貸付金額）を実施し、奨学金制度拡充等の見直しを検討した。
・児童生徒とともに教職員１人１台端末の整備が完了し、授業及び臨時休業等で活用することができた
が、電子黒板等の１教室１台の配備はできなかった。
・市立小中学校適正規模・適正配置基本計画（後期計画）実施計画（Ⅰ期）を令和４年１月に策定する
ことができた。
・葛生義務教育学校通学用バスの運行方式について、生活路線バスを活用した方式を提案したが、保
護者等の混乗の不安を払拭することができず、開校後２年間はスクールバス方式で運行することに
なった。
・早急に整備を行わなければならない校舎屋根改修工事については、次年度当初予算を要求するとと
もに、計画的に施設整備を行うための箇所などを検討した。
・令和３年度の決算額は約４７億２３００万円で、前年度決算額約４０億７１６０万円に比べ約６億５１４９
万円の増であった。主な要因は葛生・常盤中学校区小中一貫校整備事業の約１２億８５７７万円の増、
小学校ＧＩＧＡスクール構想推進事業費の約５億２３５０万円の減であった。

【令和４年度で解決する課題】
・葛生義務教育学校開校に向け、開校準備委員会と協力した準備の
着実な実施
・学習用端末を効果的に活用する「活用計画」の作成及び電子黒板等
の１教室１台の配備を予定

【令和５年度以降にも引き継がれる課題】
①学校給食の異物混入対策のため、徹底した安全衛生管理を行う必
要がある。
②給食費の徴収について、各学校と連携し収納率を向上させる必要
がある。
③通学路の合同点検箇所の改善率を上昇させるとともに、登下校時
の見守り活動等のボランティアの確保に努め、児童生徒の安全性を
向上させる必要がある。
④高温対策や感染症等へ対応する必要がある。
⑤奨学金貸付制度について、引き続き利用しやすい制度を検討する
必要がある。
⑥ＧＩＧＡスクール構想実現に向け、学習用端末等の更新計画を検討
する必要がある。
⑦葛生義務教育学校通学用バスの運行方式について、上位計画で
ある地域公共交通計画との整合を図る必要がある。

【令和５年度重点課題】
⑧佐野市立小中学校適正規模・適正配置基本計画（後期計画）実施
計画（Ⅰ期）を計画どおり推進する必要がある。
⑨定期的な点検を行い、事故防止に努めるとともに、危険箇所につい
ては早急に改修、修繕する必要がある。

①学校給食における異物混入の重大性を強く認識し、過去の事
例の検証を行い、再発防止の徹底及び原因となり得る部分の点
検を欠かさず実施するとともに、学校において配膳が適切に行わ
れるよう、繰り返し指導の徹底を図る。
②給食費が未納となっている世帯に対して、督促状の送付及び臨
戸訪問等により納付の促進を図るほか、保護者に対して納付につ
いての啓発を行う。
③通学路の安全対策については、関係機関や関係各課とのより
一層の連携を強化し、長期的な展望が必要な未対策箇所につい
ては、各学校において児童生徒に対する交通安全指導を徹底す
るとともに、地域の見守りボランティア活動により、登下校の安全
確保や自転車を中心とした交通安全指導の強化を図っていく。
④高温対策や感染症等に対応するため、空調設備等の設置を進
めるとともに、既存設備の有効活用を図る。
⑤国の給付型奨学金制度など奨学金制度の拡充が進む中、引き
続き制度の周知、利用しやすい制度への見直しを図る。
⑥ＧＩＧＡスクール構想実現に向けた、学習系システムの計画的な
更新・維持管理を図る。
⑦葛生義務教育学校通学用バス運行連絡協議会を設置し、運行
上の課題の整理・検討や新しい運行モデルである生活路線バス
を活用した方式の啓発を行う。
⑧佐野市立小中学校適正規模・適正配置基本計画（後期計画）実
施計画Ⅰ期については、関係各課と連携・調整を図りながら計画
に基づき推進を図る。
⑨小中学校等個別施設計画については、適正規模・適正配置基
本計画(後期計画)と連携・調整を図りながら、計画に基づき推進を
図るとともに、危険個所の修繕を早急に実施する。

成果指標
設定の考え方

①施設の安全管理の状況を測るために採用し
た。
②市立学校の適正化を定めた「佐野市立小中
学校適正規模・適正配置基本計画」(基本計
画)をバロメーターとした。
③通学路の安全が守られているかを測るため
に採用した。
④奨学金制度が進学を希望する生徒にとって
利用しやすい制度であるかどうかを測るため
に採用した。

施策の目
的

「意　図」

①-1学校施設が適切に管理され、安全で安心
して教育を受けられる環境となるとともに、適正
規模と適正配置となる。
①-2児童生徒の登下校時の安全が確保され
る。
②教育の機会均等の趣旨のもと、経済的理由
で高等学校、大学等に修学が困難な方が安心
して学べることができる。

施
策

基
本
事
業

安全で快
適な学校
施設の整
備

・学校給食における異物混入の重大
性を強く認識し、その原因の検証と対
策を強化し、安全衛生管理を徹底す
る。
・校納金や給食費の管理・徴収業務
システムの本格的な運用を進め、事
務の簡素化を図る。
・ギガスクール構想により整備した学
習用端末(児童生徒一人一台端末)
がすべての教室で効果的に活用でき
るよう電子黒板等の整備計画を作成
し、計画に基づき配備する。
・高温対策や感染症等に対応するた
め、特別教室等の空調設備等の設
置を計画的に進めるとともに、既存設
備の有効活用を図る。

地域ぐる
みで行う児
童生徒の
安全対策
の充実

・通学路の安全対策については、
登下校時の児童生徒の安全性向
上のために、通学路安全対策連
絡協議会の関係機関との連携を
強化した対策に加え、自転車を中
心とした交通安全指導の強化、及
び見守り活動を行うボランティアの
確保や、地域における連携の強化
を図る。

市立学校
の適正規
模適正配
置の推進

・小中学校等個別施設計画について
は、適正規模・適正配置基本計画後期
計画と連携・調整を図りながら、計画的
な施設整備に向けての準備を進める。
・市立小中学校の適正規模・適正配置
後期計画及び実施計画に基づき各義務
教育学校の設置事業の計画的な推進
に向け、学校や地域との連携を図る。
・令和５年４月の葛生義務教育学校開
校に向け、引き続き開校準備委員会等
による運営面での協議を進めるととも
に、校舎改修等、施設整備の進捗を図
る。

教育の機
会均等に
資する奨
学金制度
の拡充

・応募者の動向や利用者のアン
ケート結果等を検証し、奨学金
制度拡充等の見直しを行う。

施
策
の
基
本
情
報

・令和４年１月に佐野市立小中学校適正規模・適正配置基本計画（後期計画）実施計画（Ⅰ期）が
策定され、令和５年度から令和１２年度までに（仮称）佐野西中学校区義務教育学校及び（仮称）
城東中学校区義務教育学校の整備が決定された。
・令和３年４月には、福岡県の市立中学校において、老朽化したバスケットゴールが落下し生徒が
怪我をする事故が発生し、宮城県の市立小学校において、防球ネットの支柱が根元から折れ、児
童が死傷する事故が発生した。
・令和３年６月２８日に千葉県八街市において、通学中の児童の列にトラックが突っ込む死傷事故
が発生した。
・新型コロナウイルス感染症の発生により、消毒の徹底や児童生徒間の距離の確保など、感染
症予防対策をとる必要が生じた。また、学校が休業となった際の児童生徒の学びを確保するた
め、令和２年６月の補正予算でクラウド上のシステムを利用した学習支援を行うICT活用自学自
習支援事業を導入したほか、国においては情報端末を整備するギガスクール構想の早期推進が
決定された。
・葛生義務教育学校通学用バスの運行方式について、生活路線バスを活用した方式を提案した
が、保護者等の混乗の不安を払拭することができず、開校後２年間はスクールバス方式で運行
することになった。

・児童生徒の登下校の見守り活動につ
いて地域ぐるみで推進する。
・施設一体型小中一貫校設置に向け、
地域とともにある学校づくりの観点のも
と参画する。
・家庭においても新型コロナウイルス感
染症対策を実施する。

・学校給食食材納入業者は衛生教育
を徹底し、食中毒、食物アレルギー事
故及び異物混入が起こらないように徹
底した安全衛生管理を行う。

・学校施設等について定期的な点検を行
い、事故防止に努める。
・通学路の点検、安全対策への推進を図
る。
・学校給食における食中毒、食物アレル
ギー事故及び異物混入事故が起こらないよ
うに徹底した安全衛生管理を行う。
・市立小中学校の適正規模・適正配置基本
計画（後期計画）実施計画（Ⅰ期）に基づ
き、義務教育学校の整備を計画的に推進す
る。
・高温対策や感染症等に対応するための設
備や環境の整備を実施する。
・葛生義務教育学校通学用バス運行連絡
協議会を設置し、生活路線バスの活用につ
いて検討を行う。


